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①  切れ目のない支援 

➢ 妊娠期から子育て期にわたるまで，地域の特性に応じ，「専門的な知見」と「当

事者目線」の両方の視点を活かし，必要な情報を共有して，切れ目なく支援

すること。 

②  ワンストップ相談窓口 

➢  妊産婦・子育て家庭の個別ニーズを把握した上で，情報提供，相談支援を行

い，必要なサービスを円滑に利用できるよう，きめ細かく支援すること（利

用者支援事業の「利用者支援」機能） 

③  地域の連携体制の構築 

➢  地域の様々な関係機関とのネットワークを構築し，必要に応じ社会資源の開

発等を行うこと（利用者支援事業の「地域連携」機能） 

 

 母子保健法の改正 （母子保健法第 22 条） 

➢   市町村は妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対して包括

的な支援を行う「子育て世代包括支援センター（法律上の名称：母子健康

包括支援センター）」を設置するよう努めなければならない。 

 全国展開について 

➢  「ニッポン一億総活躍プラン」(平成 28年６月２日閣議決定)に基づき，

子育て世代包括支援センターについては，母子保健法の改正により，市町

村での設置の努力義務等を法定化し，平成 32年度末までに地域の実情等

を踏まえながら全国展開を目指し取り組むこととなった。 

国の動向について 

１．「子育て世代包括支援センター」について 

２．「子育て世代包括支援センター」 

の満たすべき基本３要素 
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子育て世代包括支援センターは，下記の各ステージを通じて，地域の関係機関

が連携して切れ目のない支援を実施できるよう，必要な情報を共有し，自ら支援

を行い，又は関係機関のコーディネートを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３．妊娠期から子育て期の各ステージで必要となる支援の例 

妊 

娠 

期 

出 

産 

直 

後 

⑤ 産前・産後サポート事業等による助産師等の専門家による，相談支

援や，子育て経験者など「話し相手」等による相談支援（再掲） 

⑥ 産後ケア事業による，出産直後の母子への心身のケアや育児のサポ

ート 

⑦ 乳幼児健康診査，新生児訪問等による保健指導・支援 

⑧ 生後４ヶ月までに，乳児のいる全ての家庭を訪問し，子育て支援に

関する情報提供や養育環境等の把握（乳児家庭全戸訪問事業） 

⑨ ⑧の状況把握等を踏まえ，養育支援が特に必要な家庭に対して，そ

の居宅を訪問し，養育に関する指導・助言等を行うことにより，当

該家庭の適切な養育の実施を確保（養育支援訪問事業） 

子 

育 

て 

期 

⑩ 子育て中の親子が相互交流を行う場所における相談，情報提供等（地域子

育て支援拠点事業） 

⑪ 家庭での養育が一時的に困難になった子どもについての不定期の預かり

サービス（一時預かり，ファミリー・サポート・センター事業，ショート

ステイ・トワイライトステイ事業） 

⑫ 保護者の就労状況等に応じた認定こども園，幼稚園，保育所，家庭的保育

事業等の利用 

⑬ 児童虐待の発生予防，早期発見・早期対応，子どもの保護・支援・保護者

支援 

⑭ 疾病や障害のある子どもの支援 

平成２７年９月３０日付 厚生労働省事務連絡 

「子育て世代包括支援センターと利用者支援事業等の関係等についての整理資料の送付について」 

① 妊娠届出の機会に面談を行うこと等により，全ての妊産婦等の状況

を継続的に把握 

② 心身の不調により手厚い支援を要する者等について，関係機関と協

力して支援プランを策定 

③ 産前・産後サポート事業等による助産師等の専門家による，相談支

援や，子育て経験者など「話し相手」等による相談支援の実施 

④ 妊婦健康診査，母親学級等の場での妊婦に対する保健指導・支援 
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➢ 実施数      ８ 市 

 

 ➢ 設置数    市内１ヶ所     ７ 市 

         市内９ヶ所     １ 市 

 

 ➢ 主な設置場所 

保健センター，子ども家庭支援センター  

 

 ➢ 運営主体  直営     ７ 市 

         直営＋委託  １ 市 

 

 ➢ 配置職員の状況 

保健師，助産師，看護師， 

地域子育て支援拠点職員，利用者支援専門員など 

 

 ＊別紙１にて「利用者支援事業」について説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国分寺市の事業導入目的 

子育て世代包括支援センター事業は，妊婦との面接を実施し，

出産後の乳幼児の実情を把握し，必要に応じて支援プランの策

定や，地域の保健医療又は福祉に関する機関との連絡調整を行

い，母子保健施策と子育て支援施策との一体的な提供を通じて，

妊産婦・乳幼児の健康保持及び増進に関する包括的な支援を行

うことにより，妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援

を提供する体制を構築することを目的とする。 

平成 30 年 8月 1日現在 

26 市の子育て世代包括支援センター 

実施状況について 
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① 妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援のため，支援に必

要な実情の把握 

➢ 子育て相談室や健康推進課から，妊娠期から子育てに期にわたる，切れ目の

ない支援に必要な，実情を吸い上げ，継続的な把握を実施する。 

② 支援に必要な方針検討・関係機関連携 

➢ 親子ひろばやゆりかごこくぶんじ等で把握した要支援者を，部を超えた連携

ができるよう，子育て世代包括支援センター事業がコーディネーター機関と

して，多職種・多機関連携を実施する。さらにリスクが高く継続支援が必要

な場合は，子ども家庭支援センターの要保護児童対策地域協議会母子保健部

会(案)と連携を図る。 

③ 地域課題の発見・社会資源の開発 

➢ 切れ目のない支援に必要なサービスについて，実情を把握することで，現状

の社会資源の見直しや開発について検討する。 

④ 人材育成 

➢ 適切な支援が持続的に提供されるよう，支援者側の人材育成を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国分寺市における「子育て世代包括支援センター事業」 

 

① 妊娠期から切れ目のない支援を実現する糸口となる。 
 

② コーディネート機能が明確になることにより，適切で必要な機関へのつなぎ

が迅速・円滑に実施される。また，多職種連携により，専門分野による視点

の広がりが得られ，支援のはばを広げられる。 
 

③ 地域課題を丁寧に検討できることが期待され，地域に根差した社会資源の開

発につながり，安心して産み育てられる実感を得ることにつながる。 
 

④ 人材育成の体制が確立されることで，支援体制が強化され，様々な問題に対

して解決できる基盤が整備され，さらに支援体制が強化し，循環させること

が期待できる。 

期待できる効果 
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 ＊健康推進課の母子保健事業により地区担当保健師が把握したケースや子ども家

庭支援センターの地域組織化事業により子育て応援パートナーが親子ひろばや

地域巡回し把握したケースを子育て世代包括支援センターでコーディネートし，

関係機関連携，要保護児童対策地域協議会と密な連携を図る。 

 

利用者支援事業 

（母子保健型） 

地区担当保健師 
 

 

子育て世代包括支援センター事業 
（健康推進課） 

利用者支援事業

（母子保健型） 

利用者支援事業

（基本型） 

コーディネーター 

子ども家庭支援センター 

要保護児童対策地域協議会 

（母子保健部会新設を検討） 

連携 連携 

利用者支援事業 

（基本型） 

子育て応援パートナー 

（利用者支援専門員） 

 

医療機関 

保健所 

子育て支援機関 
親子ひろば 

（子ども家庭支援センター） 

地区担当保健師 
（健康推進課） 

 

児童相談所 

保育・ 

教育機関 

実施イメージ 
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① 事業は直営で実施予定。 

② 開始時期は平成 31 年 7月を目標とする。 

③ 健康推進課において，「子育て世代包括支援センター事業」を実施する。 

④ 配置職員の職種。 

・保健師，社会福祉士（子育て支援コーディネーターを含む）等。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

① 対  象：妊産婦，18歳までの子ども及びその保護者・養育者 

     ※未就学児及びその保護者・養育者を重点とする 

 

② 設置場所：いずみプラザ内，健康推進課 

 

 

 

 

実施形態について 

１．運営形態 

２．対象等 

【参考】子育て世代包括支援センターの設置運営について（通知） 

厚生労働省平成 29年３月 31日より 

 

６．担当職員 

（１）必要職員体制 

①保健師等を１名以上配置すること。 

   なお，担当職員としてソーシャルワーカー（社会福祉士等）のみ配置する

場合には，保健センター等の保健師，助産師又は看護師との連携体制を確

保すること。 

  ②上記に加え，利用者支援専門員を１名以上配置すること。 
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別紙 １ 

 

「利用者支援事業」の概要 
 

事業の目的：子育て家庭や妊産婦が，教育・保育施設や地域子ども・子育て支援

事業，保健・医療・福祉等の関係機関を円滑に利用できるように，身近な場所で

の相談や情報提供，助言等必要な支援を行うとともに，関係機関との連絡調整，

連携・共同の体制づくり等を行う。 

 

実施主体：市町村とする。ただし，市町村が認めた者への委託等ができる。 

 

３つの事業類型：基本型・母子保健型・特定型がある。 

 基本型：「利用者支援」と「地域連携」の２つの柱で構成。利用者支援とは，地

域子育て支援拠点等の身近な場所で，個別のニーズを把握，情報収集・提供，

助言・支援といった当事者目線に立った寄り添い型の支援のこと。地域連携

とは，地域における，子育て支援のネットワークに基づく支援のこと。 

  ≪職員配置≫専門職員（利用者支援専門員）を 1名以上配置 

 母子保健型：保健師等の専門職が，妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保

健や育児に関する妊産婦等からの様々な相談に応じ，その状況を継続把握し，

支援を必要とするものが利用できる母子保健サービス等の情報提供を行うと

ともに，関係機関と協力して支援プランの策定などを行う。 

  ≪職員配置≫母子保健に関する専門知識を有する保健師，助産師等を 

１名以上配置 

 特定型（いわゆる「保育コンシェルジュ」）：子育て家庭等から保育サービスに

関する相談に応じ，地域における保育所や各種の保育サービスに関する情報

提供や利用に向けての支援などを行う。 

  ≪職員配置≫専門職員（利用者支援専門員）を１名以上配置 

   

市の状況：国分寺市では，平成 26年度より基本型，平成 29年度より母子保健

型と特定型を直営で実施している。 
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第８章 要保護児童対策地域協議会について 

 

１．要保護児童対策地域協議会とは 

 

要保護児童対策地域協議会（略して要対協）とは，虐待を受けている子どもをはじめ，

支援の必要な児童及びその家庭・妊婦など，児童福祉法（以下「法」）第６条の３第 5項及

び第 8 項に規定する，「要保護児童・要支援児童・特定妊婦（以下に詳細）」の早期発見や

適切な保護，また虐待の発生予防や適切な支援を図るため，法第 25 条の２第 1 項に基づ

き各市区町村に設置が努力義務と位置付けられた，関係機関の情報共有と連携・協力，ま

た個人情報保護のための協議会（子どもを守る地域ネットワーク）です。 

 協議会では，支援の必要な児童及びその家庭のため，日常的な情報交換を基本に，より

円滑な情報共有と役割分担のため，必要に応じて個別ケース検討会議を開きます。また，

協議会運営のため，代表者会議と実務者会議が開かれます。 

 他市区町村同様，国分寺市においても，子ども家庭支援センターが協議会の運営の中核

となる調整機関に位置付けられています。 

 

２．要保護児童・要支援児童・特定妊婦とは 

 

 

児童福祉法においては，以上の図のように規定されています。 

  

要保護児童： 

保護者のない児童又は保護者に監護させるこ

とが不適当であると認められる児童 

（法第６条の３ 第８項） 

要支援児童： 

保護者の養育を支援することが特に必要と認

められる児童（家庭復帰ケースを含む） 

（法第６条の３ 第５項） 

要
保
護
児
童
等 

要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成 

 特定妊婦： 

出産後の養育について出産前において支援

を行うことが特に必要と認められる妊婦 

（法第６条の３ 第５項） 

必
要
に
応
じ 

平 成 3 0 年 度 第 ２ 回 
総 合 教 育 会 議  資 料 N o . ３ 
子 育 て 相 談 室                  

※『国分寺市児童虐待防止マニュアル【改訂版】 

（平成 29年８月改訂）』より抜粋  
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虐待を受けた児童や，支援がなければ虐待が発生してしまう恐れがある家庭だけでなく，

複数の機関が連携して支援に当たる必要がある児童・家庭（非行ケース・障害ケース等を

含む）も要保護児童・要支援児童にあたります。 

 

国分寺市においては，関係機関が同一の認識を持って支援にあたることができる

よう，要保護児童・要支援児童機関間連携共有アセスメントシートや連絡票を使っ

て対象児童・家庭を確認します。（別表1～3，P.23～25参照） 

子ども家庭支援センターは，市民通告や関係機関からの連絡・相談を受け，所内

会議にて検討し，要対協として支援するかどうか決定します。 

 

 なお，この協議会で言う「要保護」とは，全て一律的に児童を家庭から分離し，

児童相談所による一時保護や施設入所措置，養育家庭委託することを意味するもの

ではなく，在宅のまま支援することも多くあります。 

また，支援が必要な児童や家庭は広く存在しますが，ここで言う「要支援」とは，

上記のように，誰もが受けている，普遍的な１つや２つのサービスでの支援のみで

はまかなえず，いくつもの機関による支援をマネジメントしながら対応するケース

を指します。 

 

 

３．要保護児童対策地域協議会のネットワークの意味 

 

 子育て家庭のニーズは生活の多方面にわたり，複雑な問題を抱える場合も多いため，接

点を持った一つの機関では提供できないニーズを抱えている場合が多くあります。そのた

めに有効な仕組みがネットワークです。関係機関の持つそれぞれの役割と専門性を組み合

わせ，ネットワークを組むことで，要保護児童等に対して各機関の特色を活かしながら多

角的な視点で適切な支援を行うことができます。 

 

【これまでの支援の形】           【要保護児童対策地域協議会に 

よるネットワーク支援】 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

     

 

 

Ｂ 

Ｇ    

Ｃ 

D 

C 

D 

F 
 

子ども家庭支援 
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それぞれに守秘義務や個人情報保護条例等の規制がある機関や者同士が，要保護児童

対策地域協議会内での情報交換については守秘義務等の違反を恐れる必要がなくなり，

守秘義務がなかった機関や者については，ネットワークに入ることで新たに守秘義務を

負うことになりました。（法第 25条の 5） 

 

要保護児童対策地域協議会においては，地域の関係機関等が子どもやその家庭に関する

情報や考え方を共有し，適切な連携の下で対応していくこととなるため，以下のような利

点があります。 

● 要保護児童等を早期に発見することができる。 

● 要保護児童等へ迅速な支援を開始することができる。 

● 各関係機関等が連携を取り合うことで情報の共有化が図られ，役割分担についての共通

理解を得ることができる。 

● 役割分担を通じて，それぞれの機関が責任を持って関わる体制を作ることができる。 

● 支援を受ける家庭にとってよりよい支援が受けられやすくなる。 

● それぞれの機関の限界や大変さを分かち合うことができる。 

 

 

４．要保護児童対策地域協議会の三層構造について 

 

要保護児童対策地域協議会において，会議は，①代表者会議，②実務者会議，③個別 

ケース検討会議の三層の構造からなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊代表者会議 

要保護児童対策地域協議会の構成機関の代表者による会議であり，ネットワー

クを構成する関係機関の円滑な連携を確保するための環境整備を目的として年

間 1回程度開催されます。 

会議における協議事項としては， 

①協議会の設置目的及び各機関の役割の確認 

②要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討・調整 

③実務者会議からの協議会の活動状況の報告と評価         

などがあります。 
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＊実務者会議 

要保護児童対策地域協議会の構成機関の役割・機能の確認や情報交換等を行

い，多角的な側面からアセスメントを実施するために進行管理部会を平成 28

年度から開始しました。実務者レベルでの連携のあり方を確認し強化すること

を目的としています。 

会議における協議事項としては， 

① 全てのケースについての定期的な状況のフォロー・主担当機関の確認・援助

方針の見直し 

② 定例的な情報交換 

③ 個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討 

④ 要保護児童等の実態把握 

⑤ 支援を行っている事例の総合的な把握，要保護児童対策を推進するための啓

発活動，地域協議会の年間活動方針の策定 

⑥ 代表者会議への報告                 

などがあります。 

 

＊個別ケース検討会議 

個別のケースについて，直接関わりを有している担当者や，今後関わりの必要

性や可能性がある関係機関等の担当者により，具体的な支援の内容を検討するこ

とを目的としています。また，転出入の引継ぎや施設からの家庭復帰時も会議が

行われます。 

会議における協議事項としては， 

① 要保護児童の状況の把握や問題点の確認 

② 支援の経過報告及びその評価，新たな情報の共有 

③ 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有 

④ ケースの主担当機関とキーパーソン（主たる援助者）の決定 

⑤ 実際の援助，支援方法，支援スケジュール（支援計画）の検討 

⑥ 次回会議（評価及び検討）の確認 

などがあります。 
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  要保護児童対策地域協議会のメンバーを中心に，様々な団体によって支援の体制が作られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国分寺市子ども家庭支援ネットワーク図 

要保護児童対策地域協議会 

子ども家庭支援 

センター  

小平 

児童相談所 

こどもの発達 

センター  

つくしんぼ 

健康推進課 

（いずみ保健 

センター） 

多摩立川 

保健所 

保育園 

文化と人権課 

母子父子自立支援員 

生活福祉課 

障害福祉課 

子ども子育てサービス課 

子ども子育て事業課 

市立小学校 

市立中学校 

小金井警察署 

立川少年センター 

国分寺消防署 

私立幼稚園 

認証保育所 

認可外保育所 

家庭福祉員 

都立高校 

都立特別支援学校 

社会福祉協議会 

国分寺市医師会 

国分寺市歯科医師会 

民生委員・児童委員 

国分寺助産師会 

人権擁護委員 

障害者センター 

ショートステイ

事業者 

育児支援ヘルパー事業者 

親子ひろば 

教育相談室 

教育部学校指導課 
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国分寺市のＳＳＷは，巡回型です。 

2人のＳＳＷが，市内 15校を中学校区

を単位に分担し，各学校に月 1回程度

訪問し，学校や家庭からのオーダーを受

けて相談等に応じています。 

国分寺市教育相談室をベースとし

て，社会福祉士・精神保健福祉士など

の資格をもつ人材がＳＳＷとして活動して

います。相談室勤務は，原則水曜日で，

他の曜日は各学校を巡回しています。 

国分寺市の 

ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ 
（ＳＳＷ） 

国分寺市教育委員会 
学校指導課 042（573）4372 

教育相談室 042（573）4376 

平 成 3 0 年 度 第 ２ 回 
総 合 教 育 会 議  資 料 N o . ５  

学 校 指 導 課 



 

 

学校 

家庭 地域 

ＳＳＷ 

子ども 

関係機関 

ＳＳＷの基本姿勢 
♢子ども一人一人を尊重します。 

♢パートナーシップを基本とします 

♢子どもの最善の利益を優先します 

♢子どもの可能性に焦点を当てます 

♢子どもの自己決定を尊重します 

♢いずれは，自らの力で問題に向き合
い解決できるようなネットワーク
づくりに努めます 

声かけ 
相談・代弁 
情報提供 

など 

♢学校に行けない 

♢集団になじめない 

♢子育ての不安 

♢子どもの生活リズムの乱れ 

♢親子関係の悩み 

♢養育困難      など 

 

ご相談の秘密は守られます 

ご気軽にお声掛けください 

協力依頼・助言 
情報共有 
ケース会議への参加 

など 

情報提供 
相談・助言 
家庭との仲介 

など 

見守り体制の構築 
居場所作り 
ボランティアの活用など 

家庭訪問 
相談・助言 
情報提供 
学校との仲介 

など 

子どもたちの笑顔のために 
さまざまな「困りごと」に応じて，環境へ働きかけ，関係機関と『つながり』ながら 

子どもたちを中心とした支援のネットワークをつくっていきます 
今まで，さまざまな問題解決のために教育関係者が対策を講じてきましたが，ＳＳＷ事業は， 

そこに，『福祉的視点』を加えて，チームで支援活動を行っていこうというものです。 

スクールカウンセラー（ＳＣ）は，
児童生徒や保護者に対して
カウンセリングを通して
個々の悩みや問題の解決に
向けた支援を行います。 
スクールソーシャルワーカーは，
支援の必要な児童生徒に対
して，社会福祉の専門家と
しての立場から環境に働き
かけ，家庭，学校，地域の
連絡や橋渡しを行い，悩み
や問題解決に向けた支援を
行います。 



 

国分寺市健全育成サポートチーム設置について                              

国分寺市教育委員 会 

 

１ 設置の目的について 

国分寺市教育委員会（以下「委員会」という。）と学校が、地域、関係機関等と連携してチーム（以

下「サポートチーム」という。）を組織することにより、児童・生徒の問題行動及び不登校の問題に

継続的かつ適切に対応することを目的とする。 

  

 

２ 国分寺市健全育成サポートチームの役割について 

（１）児童・生徒の問題行動及び不登校の問題又はその前兆行動に関する情報交換 

 （２）児童・生徒の問題行動の防止及び不登校の問題への対応又は児童・生徒及び保護者に対する 

具体的な支援策 

 

 

３ 構成委員について 

教育委員会学校指導課を事務局として、生活指導担当小・中学校長及び小・中学校の生活指導主 

任、民生委員・児童委員協議会長及び主任児童委員等地域の代表、子ども家庭支援センター、警察

署、児童相談所等関係諸機関の代表とする。 

 

 

４ 守秘義務について 

   サポートチーム委員は、その任に当たり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その任を退いた

後も、また、同様とする。 

 

 

５ 会議の開催について 

   年間１回、サポートチームの全体会を開催する。また、必要に応じて臨時会を開催する。 

  各小・中学校においては、必要に応じて、サポート会議を実施する。 

 

 

６ 構成図 

 

                 国分寺市健全育成サポートチーム 

               【全体会】  

            連携・支援        情報収集・伝達 

            小・中学校ごとのサポート会議      

平 成 3 0 年 度 第 ２ 回 
総 合 教 育 会 議  資 料 N o . ６ 

学 校 指 導 課 




